
もりぐち児童クラブ「登録児童室」（わいわい）の 

閉室日が変わります！ 
 

もりぐち児童クラブ登録児童室（わいわい）において持続的かつ安定的なクラブ

運営を行うため、従事しているパートナーの心身の負担軽減などを目的として、令

和８年度からもりぐち児童クラブ登録児童室（わいわい）の閉室日を下記のとおり

とします。 

記 

【閉室日】 

現行 令和８年度 

日曜日 日曜日 

祝日 祝日 

12 月 29 日から１月３日 12 月 29 日から１月４日 

－ ８月 13 日から８月 15 日 

 

※もりぐち児童クラブ入会児童室の閉室日は、上記表の現行とおりで変更ございません。 

 

（参考） 

もりぐち児童クラブ登録児童室（わいわい）は、学校夏季休業が延長された期間（8/26～8/31）

も、日曜日を除き午前９時から開設します。 
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